
平成１９年２月期 第二級陸上特殊無線技士 試験問題 

 
法  規 １２問 

 ２４問 １時間 
無線工学 １２問 
 
（注） 解答は、答えとして正しいと判断し

 
〔１〕 無線局の予備免許が与えられるとき

事項は、次のどれか。 
 
   １．空中線電力 
   ２．無線局の種別 
   ３．無線設備の設置場所 
   ４．免許の有効期間 
 
 
 
 
 
 
〔２〕 陸上移動業務の無線局（免許の有効

内であるものを除く。）の再免許の申請

期間内に行わなければならないか。 
 

１．免許の有効期間満了前１箇月まで

   ２．免許の有効期間満了前２箇月まで

   ３．免許の有効期間満了前２箇月以上

ない期間 
４．免許の有効期間満了前３箇月以上

ない期間 
 
〔３〕 「パルス変調で変調信号がなく無情

電波の型式は、どの記号で表示される

のを次のうちから選べ。 
 
   １．Ｐ０Ｎ 
   ２．Ｐ０Ｆ 
   ３．Ｆ０Ｂ 
   ４．Ａ０Ａ 
法     規
たものを一つだけ選び、答案用紙の答欄に正しく記入（マーク）すること。 

に指定される

期間が１年以

は、次のどの

 
 
３箇月を超え

６箇月を超え

報のもの」の

か、正しいも

 〔４〕 第二級陸上特殊無線技士の資格を有する者が、 
   １，６０６．５キロヘルツから４，０００キロヘル

ツまでの周波数の電波を使用する陸上の無線局の

無線設備（多重無線設備を除く。）の外部の転換装

置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

を行うことができるのは、空中線電力何ワットまで

か、正しいものを次のうちから選べ。 
 
   １．  ５ワット 
   ２． １０ワット 
   ３． ５０ワット 
   ４．１００ワット 
 
〔５〕 無線局の免許人又は登録人は、主任無線従事者を

選任したときは、総務大臣が別に告示するところに

よる場合を除き、当該主任無線従事者に選任した日

からどれほどの期間内に無線設備の操作の監督に

関し総務大臣が行う講習を受けさせなければなら

ないか、正しいものを次のうちから選べ。 
 
     １．５年    ２．１年 
     ３．６箇月   ４．３箇月 
 
 
〔６〕 次に掲げる者のうち、無線従事者の免許が与えら

れないことがある者はどれか、正しいものを次のう

ちから選べ。 
 
   １．電波法の規定に違反し、３箇月以内の期間を定

めて無線通信の業務に従事することを停止され、

その停止の期間の満了の日から２年を経過しな

い者 
   ２．刑法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せら

れ、その執行を終わり、又はその執行を受けるこ

とがなくなった日から２年を経過しない者 
   ３．日本の国籍を有しない者 
   ４．無線従事者の免許を取り消され、取消しの日か

ら２年を経過しない者 
  

 
（１） 



法      規 
 
〔７〕 電波法の規定により無線局がなるべく擬似空中線

回路を使用しなければならないのは、次のどの場合

か。 
 

１．他の無線局の通信に混信を与えるおそれがある

とき。 
   ２．工事設計書に記載された空中線を使用できない

とき。 
   ３．無線設備の機器の取替え又は増設の際に運用す

るとき。 
   ４．無線設備の機器の試験又は調整を行うために運

用するとき。 
 
 
〔８〕 無線従事者がその免許を取り消されることがある

のは、次のどの場合か。 
 
   １．日本の国籍を失ったとき。 
   ２．刑法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せ

られたとき。 
   ３．不正な手段により無線従事者の免許を受けたと

き。 
   ４．５年以上無線設備の操作を行わなかったとき。 
 
 
〔９〕 免許人又は登録人（包括免許人又は包括登録人を

除く。）は、除外規定がある場合を除き、無線局の免

許又は登録（以下「免許等」という。）を受けた日か

ら起算してどれほどの期間内に、また、その後毎年

その免許等の日に応当する日（応当する日がない場

合は、その翌日）から起算してどれほどの期間内に

電波法に定める電波利用料を国に納めなければなら

ないか、正しいものを次のうちから選べ。 
 
   １．１０日 
   ２．３０日 
   ３．１箇月 
   ４．３箇月 

 〔10〕 免許人又は登録人は、非常通信を行ったときは、ど

うしなければならないか、正しいものを次のうちから

選べ。 
 
   １．直ちに総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含

む。）に電話連絡する。 
   ２．遅滞なく地方公共団体の長にその旨を通知する。 
   ３．地域防災会議会長にその旨を通知する。 
   ４．できる限り速やかに、文書によって､その旨を総務

大臣又は総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含

む。）に報告する。 
 
 
 
〔11〕 免許人は、住所を変更したときは、どの措置をとら

なければならないか、正しいものを次のうちから選べ。 
 
   １．無線設備の設置場所の変更申請をする。 
   ２．遅滞なくその旨を届け出る。 
   ３．免許状の訂正を受ける。 
   ４．免許状を訂正し、その旨を報告する。 
 
 
 
 
〔12〕 次に掲げるもののうち、基地局に備え付けておかな

ければならない書類は、どれか。 
 
   １．無線検査簿 
   ２．無線従事者免許証 
   ３．無線局管理規程 
   ４．無線従事者選解任届の写し 

二陸特（２） 


